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『
和
気
系
図
」
に
示
さ
れ
た
系
譜
意
識

吉

／

敏

子

ご和気系図』に示された系譜意識（吉川）

は
　
じ
　
め
　
に

　
円
珍
が
所
持
し
、
園
城
寺
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
『
円
珍
俗
姓
系
図
』
（
以

下
、
唖
和
気
系
図
瞼
と
記
す
）
は
、
そ
の
作
成
年
代
の
古
さ
と
、
伝
来
の
確

か
さ
か
ら
、
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
度
々
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

き
た
。
比
較
的
近
い
所
で
は
、
佐
伯
有
清
氏
の
研
究
が
あ
り
、
義
江
明
子
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
全
釈
文
と
写
真
を
掲
げ
て
詳
細
な
論
考
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後

田
中
卓
氏
が
、
か
つ
て
実
物
を
実
見
し
た
際
の
記
録
を
用
い
な
が
ら
釈
読
を

　
③

行
い
、
さ
ら
に
園
城
寺
編
纂
の
『
園
城
寺
文
書
』
第
一
巻
に
は
鮮
明
な
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ク
ロ
写
真
と
釈
文
が
収
録
さ
れ
た
。
た
だ
、
内
容
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、

義
江
氏
の
研
究
以
後
、
こ
れ
を
真
正
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

系
図
の
様
式
や
、
記
載
の
窒
問
配
置
な
ど
に
着
眼
し
た
義
江
氏
の
研
究
に
は
、

啓
発
さ
れ
る
所
が
多
い
が
、
そ
の
結
論
に
は
異
見
が
あ
り
、
ま
た
釈
読
に
お

い
て
も
、
従
来
の
研
究
の
も
の
に
は
修
正
を
要
す
る
部
分
が
あ
る
と
思
う
の

で
、
以
下
に
卑
見
を
述
べ
た
い
。

　
猶
、
噸
和
気
系
図
㎏
は
容
易
に
実
見
で
き
る
史
料
で
は
な
い
の
で
、
『
園
城

寺
文
書
』
所
載
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
と
、
一
九
九
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
門
智
証

大
師
一
一
〇
〇
年
御
遠
忌
記
念
　
三
井
寺
秘
宝
展
」
の
図
録
に
掲
載
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
⑤

い
る
カ
ラ
…
写
真
と
を
用
い
て
検
討
・
票
読
を
行
っ
た
。
写
真
版
に
よ
る
釈

読
で
あ
る
た
め
、
紙
の
破
れ
目
な
ど
定
か
で
な
い
点
も
あ
る
が
、
写
真
よ
り

看
取
で
き
る
墨
痕
や
紙
の
色
合
い
な
ど
か
ら
、
可
能
な
限
り
の
検
討
を
試
み

た
。
紙
数
の
制
約
も
あ
り
、
全
体
写
真
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
前
掲
注
④
⑤
の
書
籍
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
文
中
で
用
い
る
釈

文
は
、
便
宜
的
に
、
注
④
の
書
籍
よ
り
転
載
し
た
図
！
の
も
の
を
用
い
て
い

る
が
、
図
5
・
6
で
は
そ
れ
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
本
稿
で
掲
載
す
る
部

分
写
真
は
、
巻
頭
に
収
録
し
て
い
る
。

①
佐
伯
有
清
「
和
気
公
氏
の
系
図
」
（
『
古
代
氏
族
の
系
図
』
学
生
社
、
～
九
七
五

　
年
）
。
『
智
鴻
大
師
伝
の
研
究
函
（
吉
川
弘
文
館
、
【
九
九
九
年
）
に
改
訂
を
加
え
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収
録
す
る
が
、
論
旨
は
旧
稿
の
ま
ま
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、

　
佐
伯
氏
の
説
は
こ
れ
ら
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

②
義
江
明
子
門
古
代
系
譜
の
構
造
i
『
和
気
系
図
』
の
分
析
を
通
じ
て
一
」

　
（
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
撫
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
目
。
本
稿
で
は
、
特
に

　
断
ら
な
い
限
り
、
義
江
氏
の
説
は
当
論
文
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

③
田
中
卓
磯
和
気
氏
系
図
撫
の
校
訂
」
（
田
中
卓
著
作
集
2
魍
日
本
国
家
の
成
立

　
と
諸
氏
族
同
国
害
刊
行
会
、
一
九
八
穴
年
）
。

④
園
城
寺
編
魍
園
城
寺
文
書
』
第
一
巻
（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）
。

⑤
『
智
証
大
師
＝
○
○
年
御
遠
忌
記
念
三
井
寺
秘
宝
展
㎞
（
日
本
経
済
薪
聞

　
社
、
一
九
九
〇
年
）
。一

章
　
貞
観
九
年
二
月
十
六
碍
「
讃
岐
国
司
解
」
の
概
要

　
岡
和
気
系
図
隔
に
つ
い
て
論
じ
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
貞
観
九
年
（
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

七
）
二
月
十
六
日
「
讃
岐
国
司
解
」
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、

円
珍
を
含
む
因
支
首
氏
が
和
気
公
氏
へ
の
改
姓
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
改
姓
者
の
爽
名
を
録
し
た
も
の
で
、
改
姓
の
実
現
に
至
る
六
十
年
余
り

の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
円
珍
た
ち
が
自
分
の
氏
族
を
ど
う
理

解
し
て
い
た
か
が
示
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
作
成
し
て
伝
え
て
い
た
系
図
を

検
討
す
る
上
で
、
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

「
此
国
解
准
二
太
守
告
皿
更
不
レ
出
レ
之
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
な
せ
む
に
か

「
改
姓
人
爽
名
、
勘
録
進
上
、
許
礼
波
奈
世
元
ホ
加
、

　
に
　
ま
　
し
　
た
　
ま
　
は
　
む

官
ホ
末
之
多
末
波
光
、

　
た
ま
ふ
は
か
り
と
な
も
を
も
ふ
　
　
　
　
　
の
た
ま
ひ
て

見
太
末
不
波
可
利
止
奈
毛
於
毛
不
、
量
刑
大
史
乃
多
量
比
天
、
定
以
出
賜
、

い
　
と
　
よ
　
か
　
ら
　
む

以
止
与
可
良
無
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
年
申
」

讃
岐
国
司
解
　
申
誉
上
改
姓
人
事

合
縫
醐
郡
融
和
気
重
　
（
解
の
本
文
に
登
場
す
る
人
物
に
破
線
を
付
し
た
）

　
　
　
因
支
首
道
麻
呂
男
弐
人
　
道
麻
呂
弟
一
入

　
　
　
　
一
男
宅
成

　
　
　
　
　
児
広
雄
（
円
珍
。
吉
川
注
）

　
　
　
　
　
次
福
雄

　
　
　
　
　
　
児
綿
子
女

　
　
　
次
広
成
女

　
　
　
次
時
成
女

　
　
二
男
宅
麻
呂
無
量

　
因
支
首
宅
主
業
弐
人
　
道
麻
呂
弟

　
　
一
男
秋
吉

　
　
　
児
振
主

　
　
二
男
秋
継
（
子
二
人
省
略
）

　
因
支
首
金
布
無
児

多
度
郡
参
姻

　
因
支
遠
国
益
男
証
人
　
国
益
弟
～
人
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『和気系図』に示された系譜意識（吉川）

　
　
　
　
一
男
末
総

　
　
　
　
児
音
量
王
（
子
一
人
省
略
）

　
　
　
　
二
男
総
持
（
子
・
孫
三
人
省
略
）

　
　
　
　
三
男
持
成
（
子
・
孫
六
人
省
略
）

　
　
　
　
四
男
粟
生
（
子
一
入
省
略
）

　
　
　
　
（
以
下
、
控
室
十
一
人
省
略
）

右
、
被
ユ
民
部
嚢
虫
貞
観
八
年
十
｝
月
四
日
符
一
称
、
「
太
政
官
表
十
月
廿
七

日
符
称
、
『
得
一
彼
国
璽
称
、
［
管
那
珂
・
多
度
郡
司
解
状
称
、
〈
秋
主
等
解

状
称
、
（
謹
案
一
太
政
官
去
大
同
工
年
三
月
廿
三
日
符
一
称
、
一
右
大
臣
宣
、

《
奉
レ
勅
、
〔
諸
氏
雑
姓
、
概
多
二
濡
雪
ゆ
或
宗
異
姓
同
、
本
源
難
レ
弁
。
或

嫌
レ
賎
仮
レ
貴
、
枝
派
無
レ
別
。
此
而
不
レ
正
、
量
称
二
実
録
↓
撰
定
之
後
、
侮

謹
選
改
。
宜
下
検
二
上
記
↓
請
二
改
姓
一
輩
、
限
二
今
年
内
↓
任
下
中
申
畢
上
〕
》
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
国
承
知
、
依
レ
宣
行
レ
之
｝
者
、
国
依
二
符
旨
一
下
劃
知
諸
郡
弔
髪
祖
父
・
国

益
・
道
麻
呂
等
検
凋
拠
実
録
↓
進
下
本
系
帳
井
請
二
改
姓
一
状
N
復
案
二
旧
跡
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

依
二
太
政
官
延
暦
十
八
年
前
工
月
廿
九
日
符
旨
↓
宵
泊
伊
豫
別
公
等
ハ
具
注
下

為
二
同
宗
一
之
由
心
確
十
九
年
七
月
十
日
聖
訓
上
之
…
夷
。
警
報
符
来
レ
下
、
祖

耶
已
没
。
国
主
等
幸
荷
二
宮
絶
息
恩
　
勅
ハ
久
悲
二
素
情
之
未
フ
允
。
加
以
、

因
支
両
眼
、
義
理
無
レ
懸
、
別
書
本
姓
、
亦
渉
二
忌
誰
司
当
今
　
聖
明
賂
臨
、

　
　
　
　
　
　
C

昆
虫
稽
レ
恩
。
望
請
、
幸
被
二
言
上
論
忍
尾
五
世
孫
少
初
位
上
身
之
苗
喬

在
二
此
部
一
者
、
皆
拠
二
元
偉
績
レ
封
郡
名
ハ
賜
二
和
気
公
準
ハ
将
胎
二
栄
干
後

代
“
）
者
。
郡
司
引
淵
検
旧
記
（
所
レ
申
有
レ
道
。
伍
請
二
国
華
一
〉
者
。
国
司
覆

審
、
所
レ
陳
不
レ
虚
。
謹
請
二
官
裁
L
者
。
右
大
臣
宣
、
［
奉
レ
勅
、
〈
依
レ

請
〉
］
者
。
省
宜
二
承
知
、
依
レ
宣
行
一
』
者
。
国
宜
二
承
知
、
依
レ
件
行
ワ
之
」

者
、
具
録
下
子
預
二
改
姓
｝
之
人
等
温
名
か
書
上
如
レ
件
。
謹
解
。

　
　
　
　
　
貞
観
九
年
二
月
十
六
日
正
六
位
上
行
大
目
秦
忌
寸
「
安
統
」

参
議
右
衛
門
督
正
四
位
下
兼
行
守
　
　
　
従
五
位
下
行
左
近
衛
将
監
兼
権
橡

藤
原
朝
臣
在
京
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
朝
臣
在
京

皇
太
后
窟
大
夫
従
四
位
上
兼
行
権
　
　
　
従
六
位
上
行
橡
高
階
無
品

守
藤
原
朝
臣
在
京

主
殿
黙
従
五
位
上
兼
行
薄
給
当
麻
　
　
　
正
六
位
上
行
権
大
目
土
師
宿
祢

真
人
在
京

従
五
位
下
行
介
藤
原
朝
臣
「
有
　
　
　
正
六
位
下
行
少
目
阿
岐
奈
臣

年
」

　
解
文
の
就
籍
に
は
こ
れ
が
太
政
官
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
旨
と
、
讃
岐
介

藤
原
膚
年
の
書
き
付
け
と
が
あ
る
。
佐
伯
氏
は
有
年
の
書
き
付
け
を
、
刑
大

恥
（
左
大
葬
刑
部
造
真
影
）
の
取
り
持
ち
に
よ
り
「
讃
岐
国
司
解
」
が
円
珍

に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
見
解

で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
解
文
に
記
さ
れ
た
事
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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◆

・
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
十
二
月
一
一
十
九
日

　
　
　
太
政
宮
符
が
下
さ
れ
る
（
『
日
本
後
紀
睡
同
日
条
よ
り
、
天
下

　
　
　
に
布
告
し
本
系
帳
を
進
め
さ
せ
よ
と
の
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が

　
　
　
分
か
る
）
。

・
同
　
十
九
年
（
八
○
○
）
　
七
月
十
日

　
　
　
因
支
首
・
伊
豫
別
公
等
が
同
宗
の
由
を
進
上
す
る
（
B
）
。

・
大
同
　
二
年
（
八
〇
七
）
　
三
月
二
十
三
日

　
　
　
改
姓
を
申
請
さ
せ
る
旨
の
太
政
官
符
が
下
さ
れ
る
。
続
い
て
国

　
　
　
か
ら
諸
郡
に
下
知
さ
れ
る
。

・
（
同
年
内
力
）

　
　
　
祖
父
（
宅
主
）
・
国
益
・
道
麻
呂
が
本
五
官
と
改
姓
を
請
う
状

　
　
　
を
進
上
す
る
（
A
）
。

・
（
不
明
）

　
　
　
蛇
田
（
父
祖
）
が
没
す
る
。

・
（
不
明
）

　
　
　
秋
望
診
が
、
「
忍
尾
五
世
丁
丁
初
位
上
身
之
苗
衣
鷹
で
那
珂
・

　
　
　
多
度
郡
に
あ
る
者
の
和
気
公
改
姓
を
申
請
す
る
（
C
）
。
郡

　
　
　
司
・
国
司
の
審
査
を
経
て
、
国
が
太
政
官
に
解
を
進
め
官
裁
を

　
　
　
請
う
。

・
貞
観
　
八
年
（
八
六
六
）
　
十
月
二
十
七
日

・
同

・
同

　
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
因
支
首
氏
の
動
き
と
し
て
は
、

を
受
け
て
同
十
九
年
目
伊
中
土
公
氏
等
と
同
宗
の
由
を
進
上
し
た
こ
と
、

大
同
二
年
官
符
を
受
け
て
塁
壁
の
祖
父
宅
主
・
国
益
・
道
麻
呂
が
改
姓
を
申

請
し
た
こ
と
、
C
秋
主
等
が
和
気
公
へ
の
改
姓
を
申
請
し
た
こ
と
が
確
認
で

き
、
こ
の
秋
主
の
要
望
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
猶
、
『
和
気
系
図
瓢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
は
、
因
壁
上
氏
と
伊
豫
尊
君
氏
の
関
係
を
、
伊
豫
別
君
氏
の
忍
尾
剛
君

（
図
1
の
⑪
。
以
下
、
○
囲
み
数
字
は
図
1
に
示
し
た
箇
所
に
対
膳
す
る
こ

と
と
す
る
）
と
そ
の
子
の
間
に
付
し
た
「
此
人
従
二
伊
豫
国
一
到
凝
来
此
土
↓

婆
二
因
支
首
長
女
一
生
鳳
「
此
一
一
人
随
レ
母
負
二
丁
支
署
姓
」
と
い
う
注
記
で
説

明
し
て
い
る
。
傍
線
B
部
で
、
同
宗
の
由
を
注
し
て
進
上
し
た
の
は
、
伊
豫

　
　
へ

別
公
等
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
秋
量
子
の
要
求
が
別
公
に
好
字
を
用

い
た
和
気
公
へ
の
改
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
豫
別
公
氏
だ
け
を
挙
げ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
延
暦
十
九
年
の
進
上
で
は
、
こ
れ
以
外
の
何
氏
か
が
同
宗
た

る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
和
気
系
図
』
に
記
さ
れ
た
伊
豫

御
村
別
君
氏
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

許
可
と
実
施
を
命
ず
る
太
政
官
符
が
民
部
省
に
下
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
　
月
　
　
四
日

民
部
省
符
が
讃
岐
国
司
に
下
さ
れ
る
。

九
年
（
八
六
七
）
　
二
月
　
十
六
日

改
姓
者
の
爽
名
を
録
し
た
「
讃
岐
国
司
解
」
が
作
成
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
延
暦
十
八
年
官
符

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
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『和気系図』に示された系譜意識（吉川）
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　八Lr騙
礎
」

　　

@　

m
奢

　
　
　
　
　
二

ガ
＝
」

　　

@四
総
L
雄

［

」

ノ

馨終
養灘

福
雄
國
超

　
　
、
課
コ

　
　
　
「

「［翻報熱十・簸’坤鰹
圏鰹囲墜轍くロ翠　　　　」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
　

纏
向
屍
宮
急
難
莫
皇
髄
彦
．
心
代

季
合
甚
柱
娚
誌
⊥
・

　
　
　
　
二

子
し
枚
夫

　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
①
口
刑
大
史
圓

　
　
　
　
口
口
原
専

㈱飽）

f歴鎌蓋ミ“瞭團帽圃田序縄蕪斗γ
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瞬樟韓田N「翼蘇ぺ’
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図
1
　
円
珍
俗
姓
系
図
　
円
珍
加
筆
　
一
巻
七
紙
　
縦
一
一
九
・
一
×
長
三
二
四
・
○
㎝
　
国
宝

　
　
　
（
園
城
寺
編
『
園
城
寺
文
書
臨
第
一
巻
　
よ
り
転
載
。
丸
囲
み
数
掌
は
下
川
が
追
筆
し
た
）

　
＊
系
図
の
形
態
を
保
つ
た
め
、
推
定
文
字
は
B
内
に
示
し
た
。
「
」
内
は
円
珍
自
筆
部
分
。
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（
A
）

コ
」

「
二
」

「
三
」

「
四
」

「
五
し

「
六
」

「
七
」

③②
　　　　コつ　　ヨ
　　　　九八
　　　　し一　L

④

薗
顛
田
瀞
祖

次
小
碓
皇
子
亦
名
湯
鋼
橋
男
「
ナ
」

　
　
　
　
　
亦
日
倭
尊
　
　
「
十
一
」

　
　
　
　
　
母
播
磨
稲
日
大
郎
媛

　
已
團
一
皇

　
　
　
　
　
一
云
圃
目
稚
郎
媛

次
稚
足
彦
尊
　
　
（
日
）

次
五
百
城
入
彦
皇
子

次
忍
之
別
皇
子

次
稚
倭
根
子
皇
子

次
大
酢
別
皇
子

次
淳
慰
斗
皇
女

次
淳
名
城
皇
女

次
五
百
城
入
姫
皇
女

次
客
依
姫
皇
女

次
五
十
狭
城
入
彦
皇
子

次
吉
備
兄
彦
皇
子

次
圃
國
入
姫
皇
女

次
□
国
皇
女

　
日
國
入
彦
［

日
皇
女

「
十
二
」

「
十
三
」

「
十
四
」

「
十
五
」

「
十
六
」

「
田
七
」

女
八

圏
饗
女
饗
羅
窪
窪

　
　
　
　
　
讃
鼓
公
等
祖
鶴

次
神
櫛
皇
子
　
播
磨
画
之
始
祖

次
稲
背
山
皇
子

　
團
上
二
塁
母
五
－
丁
河
媛

⑤
次
國
国
凝
別
皇
子
讃

　
母
阿
倍
氏
木
箏
之
女
高
細
翻
旧

　
　
ニ
ら
ニ

消
日
襲
津
彦
皇
子
ま 伊

山
国
臨
調
別
鴛

「蟹竃く計’日嗣罵

蝋《　　＿　　　」
⑥
子
水
別
命

置
敲
岡
洲
山
又
首
等
始
祖

　
　
　
　
　
　
　
阿
國
霜
之
始
糧

　
　
　
　
　
　
　
餐
目
向
髪
長
大
田
根
媛

　
　
　
　
　
　
水
沼
別
之
始
祖

次
諸
腰
別
皇
子
亦
名
寓
道
馴
璽
子
　
　
　
⑦

次
国
背
別
皇
子

　
　
　
　
　
　
火
国
別
之
始
祖

畳
縁
戸
溺
皇
子

　
已
上
三
皇
母
襲
武
媛

次

I
l
l
l
l
i　志
　n

三
津
別
命

日
各
□
之

（
A
）

欝
簸
大
囲
別
室

契
印
加
佐
乃
別
命
　
和
ホ
乃
別
命

次
［
日
女
命
　
　
　
　
「
一
」

次
百
B
女
命

　
　
　
右
六
人
母
高
志
道
高
祖
伊
知
利
生
女
都
夫
良
媛
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（
A
）

押
佐
久
□
別
命
之
．
又
粋
城
L
『
尼
省
乃
別
命

　　

@　
@　
@　
@　
@　
@　
ｸ
灘
。
魏
別
書
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
留
和
之
古
乃
媛

子
神
子
別
命

次
黒
田
別
命
之

子
圷
閉
古
□

郵和気系図3に示された系譜意識（青川）

「
四
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
五
」
　
　
　
　
　
「
六
」

子
波
奈
随
乃
別
君
図
子
加
尼
古
乃
別
看
團
子
忍
乃
別
鴛
又
名
［

　
子
阿
佐
乃
別
命
囮
子
弟
子
乃
別
命
囮
　
子
麻
呂
子
乃
圃
囲
國

　
　
「
二
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
」
　
　
「
目
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
庵
、

縮
ぎ
響
レ

　
　
　
⑪

此
人
従
俳
豫
国

　
到
来
此
土

子
□
思
波

次
与
呂
豆

婁
因
支
首
長
女
生

此
二
人
随
母
負
因
支
首
姓

BA
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子
倭
子
乃
別
君
之
H
講
蠣
韓
嘉
君
之

次
加
祢
古
乃
別
君
之

子
波
麻
吉
尊
詠
君
　
又
名
法
師
古
君

謙
藤
布
一
L
議
曝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
法
師
子
君

（
A
）

（
B
）

（
B
）

子
加
都
之
－
子
稲
母
之
－
子
身
之
－
子
大
庭
之
－
富
里
…
万
呂

次
牟
久
太
之
一
子
志
己
比
止

　
　
　
　
　
　
　
次
義
太
留

EDC



B　　　A
一一一L一一n

郵和気系図』に示された系譜意識（音川）

　　　　　　　　　　　EDC

好
調
測
量
別
書
之
回
難
訓
晶
正
大
下
足
国
暑
寒

次
加
波
高
須
古
乃
別
君

次
大
古
乃
別
君

　
　
　
　
　
　
　
⑫
子
獲
子
乃
別
霜
之

次
阿
米
乃
別
君

次
年
乃
別
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難
破
長
柄
朝
庭

次
小
年
占
別
君
　
　
　
　
　
⑭
子
小
乙
上
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
任
主
鮎

子
□
古
乃
別
翌
L
子
伊
□
男
署

員
得
足
之
　
　
子
大
万
呂

子
牟
良
自
之

次
評
造
小
乙
下
意
鶴
古
型
別
君
之

次
身
古
7
5
別
義

次
赤
羽
古
乃
別
齎

次
竜
古
乃
別
君

次
鳥
古
乃
別
書

次
阿
由
古
産
別
君

次
柱
古
乃
別
妻

子
千
足
之

次
百
足
之

次
挙
足
之

次
広
足
之

次
足
国
之

　
百

次
五
鴫
之

次
足
背
之

次
数
足
之

子
乎
麻
呂

子
枚
夫
之

次
小
計
之

次
逃
足
之

次
常
数
之

次
麻
呂

次子
葛恵
〔＝］ホ

一 □麻
子 呂

足
梓
之

子
大
山
上
川
内
辞
別
君
之
1
（
A
）

次
若
子
万
別
聡

次
削
掛
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
C
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
D
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
E
）

次
石
弓
之

（
G
）KJ工H

115 （259）



「
依
貞
観
八
年
十
一
月
四
日
省
符
国
益
道
丸

　
　
　
　
臣
足
回
改
為
和
気
公
」

EDCB

嚢
一
柔
柔
丁
目
』
響

次
浄
継
之

次
総
持
之

次
千
成
之

次
浄
生

子
在
□

次
広
日

次
全
□

「「

ヲ
j
」

子
宗
雄

次
海
山

子
福
□

次
真
福

次
福
万
呂

次
法
師

子
真
綱

次
男
綱

子
月
主

次
月
足
之

子
稲
吉

次
稲
持

次
稲
村

子
継
手
万
態

GF

子
毛
布

次
金
弓

子

子
嶋
足

（
H
一
」
子
足
日

（
1
）

（
J
）

（
K
）

子
海
麻
呂

次
嶋
人

子
益
国
之

　
　
　
　
　
　
子
弓
道
之

子
臣
足
之
陸

次
臣
次
之

次
浜
足

次
角
足

子
真
転
出
一
子
長
成

養
之
L
－
子

（
A
）
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『和気系図盛に示された系譜意識（沓川）

本
宅
成
し
類
書

次
得
度
僧
仁
徳

皇
尊
道

次
秋
吉

次
号
継

僧
円
珠

L一一一i

　　子
　　秋
　　主
　　之

子
継
雄

　
波
線
を
付
し
た
「
豊
野
之
恩
　
勅
」
に
つ
い
て
、
義
江
氏
は
勅
に
よ
り
秋

主
が
影
青
首
氏
の
族
長
位
の
継
承
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
す
と

述
べ
て
い
る
が
、
従
え
な
い
。
こ
れ
は
、
姓
の
継
・
絶
に
関
わ
る
改
姓
に
つ

い
て
の
大
同
二
年
置
勅
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
恩
恵
に
預
か
れ
ず
に
悲
し
ん

で
い
た
秋
主
等
は
、
勅
の
発
令
か
ら
六
十
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
改
姓
の
実

現
を
見
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
改
姓
の
悲
願
が
叶
え
ら
れ
た
事
情
に

つ
い
て
は
、
第
三
章
三
節
で
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
。

　
本
章
で
は
、
「
讃
岐
国
司
解
」
の
内
容
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
経
緯
が
記

さ
れ
て
お
り
、
因
支
首
氏
が
伊
豫
別
公
氏
譜
と
同
祖
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
こ
と
、
貞
観
の
改
姓
申
請
は
、
那
珂
・
多
度
郡
を
本
貫
と
す
る
「
忍
尾
五

世
孫
少
初
位
上
身
之
苗
圃
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。

①
は
じ
め
に
注
④
轡
籍
に
全
文
の
写
真
と
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

②
天
平
宝
字
三
年
十
月
辛
丑
に
、
天
下
諸
姓
の
君
字
を
公
字
に
改
変
さ
せ
て
お
り

　
（
『
続
日
本
記
』
）
、
伊
豫
別
公
氏
も
こ
れ
を
機
に
伊
豫
別
君
か
ら
改
姓
さ
れ
た
と

　
推
測
さ
れ
る
。

二
章
　
　
『
和
気
系
図
』
の
釈
読
と
読
解

　
『
和
気
系
図
』
に
は
、
第
一
紙
の
身
を
初
め
と
す
る
「
略
系
図
扁
と
、
第

二
紙
以
下
の
景
行
天
皇
を
初
め
と
す
る
「
本
系
図
」
と
の
二
つ
の
系
図
が
記

さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
「
本
系
図
」
の
中
で
、
釈
読
や
記
載
内
容
に
問

題
が
あ
る
と
考
え
る
箇
所
に
つ
い
て
検
討
し
、
史
料
の
復
元
を
試
み
る
。

　
ま
ず
「
本
系
図
」
部
分
を
概
観
し
て
お
く
。
冒
頭
に
は
景
行
天
皇
と
そ
の

皇
子
女
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
従
来
の
釈
文
が
第
六
皇
女
を
「
□
国
皇

女
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
概
ね
咽
日
本
書
紀
撫
の
所
伝
に
基
づ
い

て
い
る
（
馬
車
参
照
）
。
次
い
で
、
そ
の
第
十
工
皇
子
武
国
凝
別
皇
子
（
⑤
）

の
子
女
と
、
そ
の
中
の
水
別
命
（
⑥
）
と
阿
加
佐
乃
別
命
（
⑦
）
か
ら
続
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

二
系
統
の
系
図
が
記
さ
れ
る
。
水
別
命
系
は
あ
る
時
期
ま
で
で
途
絶
え
、
そ

れ
は
八
世
紀
初
期
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
最
終
世
代
に
近
い
郡
大
領
追
正
大

下
足
国
乃
別
品
（
⑬
）
の
肩
書
き
か
ら
読
み
と
れ
る
。
も
う
一
方
の
阿
加
佐

乃
別
命
系
は
、
円
珍
（
⑮
）
ま
で
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
義
江
氏
が
指
摘
す
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表
1
　
噸
日
本
書
紀
軸
記
載
の
景
行
天
皇
皇
子
女

皇
子
女
名

母

後
衛
氏
族

大
碓
皇
子

播
磨
稲
日
大
郎
姫
（
＝
云
曇
日
下
郎
姫
）

身
毛
津
慰
・
守
慰

小
碓
皇
子

同

稚
足
彦
天
皇

（
八
坂
山
彦
皇
子
之
女
）
八
坂
入
媛

五
百
城
入
彦
皇
子

同

忍
之
別
皇
子

同

椎
倭
根
子
皇
子

同

大
甦
別
皇
子

同

淳
慶
斗
皇
女

同

淳
名
城
皇
女

同

五
百
こ
入
姫
皇
女

同

噺
依
姫
皇
女

同

五
十
狭
城
入
彦
皇
子

同

吉
備
造
立
皇
子

同

高
城
入
姫
皇
女

同

弟
姫
皇
女

同

五
百
野
皇
女

（
三
尾
氏
磐
城
別
長
年
）
水
野
郎
媛

神
櫛
皇
子

五
十
河
媛

讃
岐
国
造

稲
背
三
二
皇
子

同

播
磨
別

武
国
凝
別
皇
子

（
阿
倍
氏
木
事
之
女
）
高
田
媛

伊
予
国
御
村
別

日
向
襲
津
彦
皇
子

日
向
髪
長
大
田
根
（
媛
脱
力
）

二
三
君

国
乳
別
皇
子

襲
武
媛

水
沼
別

国
過
冷
皇
子

同

（
一
幅
宮
道
別
皇
子
）

豊
戸
別
皇
子

同

火
国
別

豊
国
別
皇
子

御
刀
媛

日
向
国
造

（
出
典
は
景
行
二
年
三
月
戊
辰
・
四
年
二
月
甲
子
・
十
三
年
五
月
条
。
）

る
よ
う
に
、
圃
和
気
系
図
扇
に
は
何
段
階
か
の
作
成
段
階
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
水
別
命
系
が
途
切
れ
る
八
世
紀
初
期
に
も
、
一
つ
の
区
切
れ
目
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

1

二
行
書
き
部
分
の
破
損
に
つ
い
て

　
『
和
気
系
図
』
は
破
損
部
分
が
少
な
く
な
く
、
裏
打
ち
時
に
若
干
の
ず
れ

や
紙
片
の
賠
付
場
所
の
錯
誤
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、

阿
加
佐
乃
別
命
系
の
阿
佐
乃
別
命
か
ら
忍
乃
別
君
ま
で
の
、
「
之
子
」
で
続

け
る
二
行
書
き
部
分
の
下
端
近
く
に
あ
る
と
考
え
る
（
写
真
1
）
。
義
江
氏

は
、
こ
こ
を
図
2
の
よ
う
に
釈
読
し
、
「
真
浄
別
君
命
」
と
い
う
人
物
が
忍

尾
別
霜
の
父
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
別
君
命
」
と
い
う
特
殊
な
称
号
が
現
れ
る

と
す
る
。
ま
た
、
系
線
を
書
き
込
ん
だ
田
中
氏
の
釈
文
で
は
、
図
3
の
よ
う

に
釈
読
し
て
、
や
は
り
門
命
之
」
を
そ
の
上
部
の
記
載
と
切
り
離
し
て
理
解

し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
部
分
に
は
裏
打
ち
時
の
ず
れ
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　
両
氏
の
釈
文
で
も
文
字
の
判
読
が
で
き
て
い
な
い
所
が
あ
る
よ
う
に
、

「
命
之
」
の
す
ぐ
上
の
部
分
に
は
紙
の
破
損
が
あ
る
が
、
破
損
部
分
の
上
で

は
文
字
列
が
右
下
方
に
ぶ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
ぶ
れ
を
裏
打

ち
時
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
修
正
す
る
と
、
破
損
部
の
上
と
下
で
は
二
行
が

つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
破
損
部
は
系
図
を
横
断
す
る
形
で
広
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『和気系図壽に示された系譜意識（密川）

　
図
2
　
義
江
氏
に
よ
る
二
行
轡
き
部
分
下
端
付
近
の
釈
文

子
忍
乃
別
君
又
名
［
U
　
忍
尾

子
麻
呂
子
乃
□
圓
國
　
　
真
浄
別
君

　
　
　
　
　
　
　
　
「
□
」
　
命
之
　
子
忍
星
別
君
之

　
図
3
　
田
中
氏
に
よ
る
二
行
嘗
き
部
分
下
端
付
近
の
釈
文

庸
…
（
中
略
）
一
子
忍
乃
別
君
又
名
［

…㎝桶
菖
一
1
8
量
5
量
量
一
ε
婁
5
星
；
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畢
畢
一
1
置
一
l
I
I
I
l
I
l
ー
ー
ー
ー
ー
1
ー
ー
ー
1
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
1
ー
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　　

@　

@　

@
一
子
麻
呂
子
乃
國
姫
團
…
…
㎞

忍
尾

真
浄
別
君

命
之
　
　
子
忍
尾
別
君
之

が
っ
て
お
り
、
系
図
は
こ
こ
で
上
下
に
分
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
も
、
「
忍
乃
別
君
武
名
偏
の
下
の
未
読
の
文
字
の
部
分
と
、
「
麻
呂
子
乃
」

の
下
の
「
園
幽
」
及
び
そ
の
左
横
の
墨
痕
の
部
分
と
は
各
々
孤
立
し
た
紙
片

で
、
他
所
か
ら
誤
っ
て
混
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
紙
片
の
残
画
と
、

紙
の
茶
色
が
か
っ
た
色
合
い
を
勘
案
す
る
と
、
こ
れ
は
本
来
、
景
行
天
皇
皇

子
女
の
う
ち
、
「
次
織
麹
入
興
皇
女
」
（
②
）
と
「
次
□
国
皇
女
」
（
③
）
及

び
そ
の
左
方
（
④
）
の
三
行
に
か
か
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ

る
（
写
真
2
）
。
景
行
在
子
女
の
記
載
内
容
は
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
く
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
の
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
知
行
皇
子
女
に
は
高
城
入

江
皇
女
と
大
姫
皇
女
が
あ
る
（
表
1
）
。
『
古
事
記
隔
に
も
高
城
入
姫
・
弟
子

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
紙
片
の
墨
痕
は

「
高
城
」
「
弟
宮
」
の
残
画
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
。
「
高
城
」
の

方
は
紙
片
の
破
れ
目
が
写
真
か
ら
で
は
判
読
で
き
な
い
の
で
、
墨
痕
を
頼
り

に
直
前
の
「
鈴
鰍
」
ま
で
を
現
状
の
位
置
に
留
め
、
二
文
字
分
の
残
画
を
混

入
と
見
な
し
た
。
「
高
城
町
に
は
、
接
合
に
や
や
不
整
合
が
見
ら
れ
る
が
、

「
弟
姫
」
の
方
は
、
紙
片
下
方
と
左
下
方
の
勝
義
が
二
つ
の
「
皇
」
の
字
に

ぴ
た
り
と
接
合
す
る
（
図
4
）
。
『
和
気
系
図
隔
に
お
い
て
は
「
ヒ
メ
」
を
表

す
際
の
「
姫
」
の
用
字
が
感
性
の
皇
女
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ

れ
ら
の
断
片
が
当
該
部
に
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
と
思
う
。
そ
の
際
、
「
□

国
皇
女
」
の
「
□
国
」
が
余
分
と
な
る
が
、
こ
れ
も
実
は
孤
立
し
た
小
片
で
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あ
り
、
他
所
よ
り
混
入
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
或
い
は
末
子
の

「
團
国
別
皇
国
」
の
「
年
豆
国
」
に
該
当
す
る
か
も
知
れ
な
い
（
写
真
2
）
。

ま
た
、
弟
姫
皇
女
の
左
方
は
損
傷
が
激
し
い
が
、
他
の
皇
子
女
の
母
親
の
記

載
と
『
日
本
書
紀
」
と
の
対
比
に
よ
り
、
こ
こ
に
は
本
来
、
「
已
上
十
三
皇

母
八
坂
喉
彦
皇
子
哲
学
八
坂
入
媛
」
と
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
紙
片
の
貼

付
位
置
が
ず
れ
て
い
て
読
み
取
り
に
く
い
が
、
写
真
2
の
下
段
横
線
の
上
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
見
え
る
二
文
字
は
「
八
坂
入
彦
皇
子
孝
女
八
坂
入
媛
」
の
「
女
八
」
に
該

当
し
、
従
来
「
次
」
と
釈
読
さ
れ
て
き
た
上
段
最
終
行
冒
頭
の
文
字
は
、

「
坂
」
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（
図
5
）
。
人
名
の
途
中
で
の
改

　
図
4
　
高
城
入
姫
皇
女
と
弟
姫
皇
女
の
復
元

鰐
耀

行
は
不
体
裁
で
あ
る
が
、
「
女
八
」
ま
で
書
き
続
け
た
と
こ
ろ
で
下
段
部
の

横
線
に
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
り
、
や
む
を
得
ず
改
行
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
錯
簡
が
あ
っ
た
と
考
え
て
系
図
を
復
元
す
る
と
、
二

行
書
き
部
分
の
釈
文
は
、
図
6
の
よ
う
に
な
り
、
「
命
之
」
は
右
の
行
の
冒

頭
部
分
「
子
波
奈
絡
繹
別
君
」
に
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
忍
乃
別
君
の

又
の
名
は
「
忍
尾
真
留
別
君
」
か
、
「
仁
尾
」
「
真
浄
別
君
」
の
二
つ
で
あ
っ

た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
は
「
別
君
命
」
と
い

う
特
別
な
称
号
は
存
在
せ
ず
、
敬
称
は
別
命
か
ら
別
君
へ
と
、
単
純
に
変
化

し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

2
　
「
□
別
君
之
」
の
所
在

　
さ
て
、
前
節
で
考
察
し
た
二
行
書
き
下
端
部
分
の
破
損
は
、
系
図
を
横
断

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
次
に
考
え
た
い
の
が
、
こ
の
右
方
の
水
別
命
系

に
か
か
る
部
分
で
あ
る
。
写
真
版
で
は
破
れ
目
は
判
然
と
し
な
い
が
、
文
字

の
欠
損
の
具
合
か
ら
、
「
□
尼
古
顔
別
命
」
（
⑨
）
及
び
そ
の
母
に
関
す
る

注
記
と
見
ら
れ
る
記
載
の
下
端
に
か
か
る
形
で
、
系
図
は
分
断
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
（
写
真
1
）
。
こ
の
分
断
部
分
直
下
に
あ
る
「
囮
別
君
臨
」

（
⑩
）
の
意
味
が
、
こ
れ
ま
た
問
題
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
ず

れ
の
説
も
、
位
置
を
こ
こ
に
留
め
て
釈
越
し
て
い
る
。
佐
伯
氏
は
こ
れ
を

「
囮
別
君
之
」
と
読
ん
で
「
此
別
君
の
祖
」
と
い
う
文
の
断
片
と
し
た
。
義
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図
5
　
灘
酒
天
皇
皇
子
女
上
段
左
端
部
の
復
元
後
の
釈
文

次
高
城
乙
姫
皇
女

次
専
意
皇
女

［
口
］
皇
圖
□
國
入
彦
［
］
女
八

坂
［

江
氏
も
同
様
の
理
解
を
示
し
た
上
で
、
こ
の
下
に
は
○
○
乃
別
命
か
ら
○
○

乃
別
君
へ
と
推
移
す
る
何
世
代
分
か
の
記
載
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

田
中
氏
は
「
□
別
君
之
」
と
釈
読
し
て
、
そ
の
一
字
目
を
読
ん
で
い
な
い
。

図
6
　
二
行
書
き
部
分
周
辺
の
復
元
後
の
釈
文

。
紙
の
欠
損
に
よ
り
残
画
が
確
認
で
き
な
く
と
も
、
本
来
文
字
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
部
分
に
は
□
を
補
っ
て
い
る
。

・
破
線
は
便
宜
的
に
吉
川
が
補
っ
た
。
ま
た
、
従
来
の
釈
文
と
大
き
く
異
な
る
部
分
を
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
た
。

『和気系図』に示された系譜意識（沓川）

子
水
別
命

蓮
別
命
又
名
［
芝
一
子
佐
久
□
別
命
之
縄
＋
城
□
尼
古
乃
別
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
阿
倍
角
□
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
加
都
媛
又
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
留
和
之
育
乃
媛

子
神
子
別
命

次
黒
彦
別
□
之
1

子
ホ
閑
古
□
乃
別
君
之

　
　
　
又
名
大
笠
別

津
守
王

次
津
守
別
命

次
阿
加
佐
乃
別
命

次
十
日
女
命

次
百
日
下
命

　
　
　
　
　
　
　
「
二
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
与
呂
豆
□

右
六
人
母
高
志
道
君
祖
伊
知
利
生
女
都
夫
良
媛

㍉
レ

此
二
号
随
母
負
因
支
首
姓
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図
7
　
水
別
命
系
と
阿
加
佐
乃
別
命
系
の
別
命
か
ら
別
君
へ
の
移
行

　
水
別
命
　
　
　
　
三
津
別
命
－
佐
久
［
H
］
別
命
i
□
草
藁
乃
別
命
－
急
送
別
命

ホ
閑
古
□
士
別
君

阿
加
佐
乃
別
命
一
和
ホ
乃
別
命
i
阿
佐
乃
別
命
一
章
子
乃
別
命
－
麻
呂
子
士
庶
命
－
波
奈
山
鼠
製
罐

　
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
こ
の
四
文
字
は
本
来
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
部
が
直
前
部
分
と
分
断
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と

は
箭
述
し
た
が
、
下
方
部
分
に
つ
い
て
も
、
紙
の
色
合
い
か
ら
見
て
、
破
損

　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
こ
の
四
文
字
は
他
所
に
あ
っ
た

も
の
が
誤
っ
て
貼
付
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本

来
の
位
置
は
、
工
世
代
後
の
「
子
ホ
閑
古
□
」
の
下
で
は
な
か
っ
た
か
と
憶

測
す
る
。
「
子
圷
閑
古
□
」
と
「
□
応
護
之
」
の
部
分
で
は
紙
の
色
合
い
も

近
い
。
ま
た
、
こ
の
四
文
字
の
第
～
字
目
は
「
乃
」
の
歪
ん
だ
形
に
見
え
、

こ
こ
は
本
来
「
子
ホ
閑
古
□
乃
別
君
之
」
で
あ
っ
た
と
の
考
え
に
至
る
。
こ

の
復
元
が
正
し
け
れ
ば
、
「
□
尼
古
画
別
命
」
の
下
に
世
代
の
省
略
な
ど

を
想
定
す
る
必
要
は
な
く
、
図
7
の
よ
う
に
、
こ
の
水
別
命
系
で
も
阿
加
佐

乃
別
命
系
と
近
い
時
期
に
別
命
か
ら
心
慰
へ
の
単
純
な
敬
称
の
変
化
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
何
分
、
写
真
版
か
ら
の
釈
読
で
あ
る
た
め
、
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い

の
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
行
い
得
る
釈
読
の
可
能
性
を
提
示
し
て
お
き
、
正

確
な
こ
と
は
、
い
ず
れ
あ
ら
た
め
て
原
本
の
調
査
が
行
わ
れ
、

に
で
き
る
日
を
期
し
た
い
。

3

「
小
乙
上
」
身
に
つ
い
て
の
検
討

報
告
書
を
目

　
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
「
讃
岐
国
司
解
」
に
も
記
さ
れ
、
因
支
首

氏
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
身
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
。
『
和
気
系
図
』

で
は
「
小
鮮
上
身
」
と
記
し
、
そ
の
下
に
割
書
の
形
で
「
難
破
長
柄
朝
庭
任

主
帳
」
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
（
⑭
）
。
一
方
、
「
讃
岐
国
司
解
」
で
は
身

は
「
少
初
位
上
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
佐
伯
・
義
江
両
氏
は
『
和
気
系
図
』

の
記
載
を
採
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
義
江
氏
は
、
横
並
び
に
記
さ
れ
て
い
る

身
と
獲
子
本
別
君
（
⑫
）
が
時
代
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

『
和
気
系
図
』
の
空
問
的
配
置
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
後
、
松
原
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

宣
氏
が
「
少
初
位
上
」
を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
が
、
両
氏
は
「
小
乙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

上
」
を
重
視
す
る
立
場
を
崩
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
身
が
孝
徳
朝
の
人
物

で
あ
る
可
能
性
は
低
い
。
官
に
改
姓
申
請
を
す
る
た
め
の
正
式
な
文
書
で
、
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『和気系図』に示された系譜意識（告川）

秋
主
ら
が
系
譜
上
重
要
な
祖
先
の
生
存
時
期
や
極
位
を
誤
る
こ
と
は
、
ま
ず

無
い
で
あ
ろ
う
し
、
実
在
が
確
実
な
子
孫
か
ら
の
世
代
数
を
考
慮
し
て
も
、

彼
は
孝
徳
朝
（
六
四
五
～
六
五
四
）
の
官
人
と
は
考
え
に
く
い
。
三
世
代
後

の
宅
主
・
国
益
・
道
麻
呂
が
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
に
改
姓
を
申
請
し
て
お

り
、
道
麻
呂
の
長
男
の
第
｝
子
で
あ
る
円
珍
が
弘
仁
五
年
（
八
｝
四
）
年
生

ま
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
身
は
八
世
紀
前
～
中
期
に
極
位
の
「
少
初
位

上
」
に
あ
っ
た
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

　
『
和
気
系
図
駈
に
か
よ
う
な
注
記
が
な
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
想
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
本
来
、
門
小
定
額
」
「
難
破
長
柄

朝
影
門
主
帳
』
の
注
記
は
、
す
ぐ
横
の
獲
子
乃
別
君
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
系
図
の
作
成
・
書
写
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
誤
っ
て
身
に
付
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
獲
子
狐
別
君
は
、
そ
の
従
兄
弟
や
自
身

の
子
に
評
造
が
お
り
、
時
代
か
ら
見
て
孝
徳
朝
の
人
物
と
見
て
差
し
支
え
な

い
。
し
か
も
、
近
親
者
に
評
造
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
も
ま
た
評
の

主
導
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
に
不
自
然
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
想
定
が
正
し

け
れ
ば
、
当
系
図
の
身
と
障
子
乃
別
辞
の
記
載
の
位
置
関
係
は
、
そ
の
原
資

料
と
な
っ
た
系
図
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
身
の
時
代
ま
で
の
系
図
を
概
観
す
る
。
景
行
以
下
の

数
世
代
に
は
人
物
の
実
在
性
を
含
め
て
、
そ
の
正
確
さ
に
絶
対
的
な
信
用
を

お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
つ
の
人
名
が
同
～
人
の
別
名
か
父
子
の
名
か
判

然
と
し
な
い
箇
所
が
あ
る
し
、
古
い
伝
承
に
つ
い
て
書
写
を
重
ね
る
過
程
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

錯
簡
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
も
人
間
の
寿
命
や
子
を
得
る
年

齢
に
は
個
人
差
が
あ
る
た
め
、
水
別
命
系
と
阿
加
佐
乃
別
命
系
の
間
の
世
代

数
と
生
存
時
期
と
の
関
係
が
き
っ
ち
り
と
合
致
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
。
た

だ
、
大
ま
か
に
見
て
、
水
別
命
よ
り
九
世
代
目
に
位
置
す
る
聖
遷
乃
聖
君

（
⑬
）
の
極
官
極
位
が
郡
大
領
追
正
大
下
で
、
八
世
紀
初
頭
ま
で
生
存
し
た

人
物
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
と
、
阿
加
佐
乃
別
命
か
ら
十
二
代
目
に
記
さ
れ
る

身
が
、
そ
れ
よ
り
下
る
八
世
紀
前
～
中
期
頃
ま
で
生
存
し
て
い
た
と
見
ら
れ

る
こ
と
と
は
、
想
定
し
う
る
如
上
の
事
情
な
ど
も
勘
案
す
る
と
、
大
き
な
破

綻
を
来
す
も
の
で
は
無
か
ろ
う
。

　
①
和
紙
乃
別
命
が
阿
加
佐
乃
鋼
命
（
⑦
）
の
子
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
で
は
な
い
。

　
　
和
示
乃
別
命
が
津
守
王
の
又
の
名
の
一
つ
と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
た
だ
、
紙
の
欠
損
も
あ
り
、
判
断
が
つ
か
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
二
行

　
　
書
き
部
分
を
阿
加
佐
乃
別
命
系
と
し
て
お
く
。

　
②
大
倉
粂
馬
『
上
代
史
の
研
究
伊
血
路
の
ふ
み
賀
良
』
（
大
倉
粂
馬
翁
遺
稿
刊

　
　
行
会
、
㎝
九
五
六
年
）
付
録
の
「
湘
気
系
図
」
で
も
、
当
該
部
に
「
此
ノ
間
原
本

　
　
用
紙
【
部
鋏
落
セ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

　
③
松
原
弘
宣
『
古
代
の
地
方
豪
族
睡
第
二
章
第
三
節
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八

　
　
年
）
。

　
④
佐
伯
有
清
、
は
じ
め
に
注
①
の
改
訂
後
の
論
文
。
義
江
明
子
日
和
気
系
図
隔

　
　
異
質
部
の
『
嬰
生
漁
（
㎎
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

　
⑤
水
別
命
（
⑥
）
と
三
津
別
命
は
、
父
子
か
同
一
人
の
又
の
名
か
判
然
と
し
な
い
。
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ま
た
、
忍
尾
或
い
は
忍
尾
真
浄
別
君
と
い
う
又
の
名
を
持
つ
忍
乃
別
霜
と
忍
尾
副

君
（
⑪
）
、
続
く
口
受
波
と
忍
羽
な
ど
、
名
前
の
表
記
の
相
似
か
ら
、
同
～
人
の

重
出
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

三
章
　
『
和
気
系
図
㎞
に
見
ら
れ
る
系
譜
意
識

　
前
章
で
は
、
「
本
系
図
」
の
夢
話
と
記
載
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
、
水
別

命
系
と
阿
加
佐
乃
別
命
系
の
両
方
で
、
近
い
時
期
に
命
か
ら
君
へ
の
敬
称
の

移
行
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
「
小
桜
上
身
」
が
実
は
八
世
紀
前
～
中
期
に
晩
年

を
迎
え
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
本
章
で
は
、
「
本
系
図
」

の
構
成
に
関
し
て
、
さ
ら
な
る
検
討
を
行
い
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
系
譜
意
識

を
考
え
た
い
。

1

『
日
本
書
紀
㎞
と
の
始
祖
伝
承
の
ず
れ

　
ま
ず
、
『
日
本
書
紀
』
と
『
和
気
系
図
』
と
の
始
祖
伝
承
の
ず
れ
に
つ
い

て
考
え
る
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
景
行
の
子
島
国
凝
別
皇
子
を
伊
皇
国
御

村
別
の
始
祖
と
し
、
日
本
武
尊
の
子
十
五
別
王
を
伊
豫
別
君
の
始
祖
と
し
て

　
①い

る
。
ま
た
、
前
掲
「
讃
岐
国
司
解
」
で
は
伊
豫
別
郭
と
因
支
藩
を
同
宗
と

し
て
い
る
。
噸
和
気
系
図
』
で
は
、
武
善
業
別
皇
子
（
⑤
）
を
伊
豫
国
御
村

別
と
讃
岐
国
因
支
首
等
の
始
祖
と
し
て
お
り
、
翼
翼
首
を
十
聖
別
王
の
後
齎

と
は
せ
ず
、
伊
豫
別
君
に
つ
い
て
は
特
に
記
載
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
佐
伯
・
義
江
両
氏
は
、
佐
久
［
］
別
命
（
⑧
）
に
「
又
名
干
城
別

命
」
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
ま
ず
佐
伯
氏
は
、

も
と
も
と
同
一
氏
族
で
あ
っ
た
伊
豫
別
君
氏
と
伊
豫
御
村
別
慰
氏
と
は
十
城

別
王
を
始
祖
と
し
て
伝
え
て
い
た
が
、
後
世
に
十
城
別
王
を
日
本
武
尊
の
子

と
す
る
系
譜
と
、
武
国
凝
別
皇
子
の
孫
と
す
る
系
譜
の
三
三
が
生
じ
た
の
で

は
な
い
か
と
す
る
。
義
江
氏
は
、
始
祖
を
異
と
し
、
同
族
で
は
あ
っ
て
も
同

　
氏
族
で
は
な
い
両
者
の
系
譜
伝
承
が
、
「
十
城
別
王
」
を
介
し
て
統
合
さ

れ
、
武
国
主
別
皇
子
を
始
祖
と
す
る
伊
豫
別
当
が
成
立
し
た
と
す
る
。
そ
し

て
、
『
和
気
系
図
』
中
の
水
別
命
系
の
系
図
は
伊
豫
別
上
価
と
伊
豫
御
鑑
別

君
氏
の
系
譜
と
を
接
合
し
た
も
の
と
説
く
。

　
両
説
に
対
し
て
、
私
は
そ
れ
以
外
の
考
え
方
も
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え

る
。
例
え
ば
、
十
城
別
王
と
十
城
別
命
と
が
同
一
人
を
指
す
と
い
う
こ
と
は

自
明
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
別
人
と
見
な
し
て
、
伊
豫
別
君
氏
に
は
日

本
武
尊
の
子
の
長
城
別
品
を
始
祖
と
す
る
氏
と
、
武
国
講
書
皇
子
を
始
祖
と

す
る
異
宗
同
姓
の
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
古
代
に

お
い
て
異
宗
同
姓
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
新
撰
姓
氏
録
』

に
類
例
を
求
め
る
と
、
宿
京
皇
別
下
に
は
日
本
武
尊
の
後
と
す
る
別
公
が
あ

り
、
山
城
国
皇
別
に
は
開
化
天
皇
皇
子
彦
坐
命
の
後
と
す
る
別
公
が
あ
る
な

ど
の
例
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
日
本
武
尊
系
の
伊
豫
別
君
国
は
『
和
気
系

図
』
に
は
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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図
8
　
『
和
気
系
図
幅
の
構
成

武
勲
凝
別
皇
子
の
注
記
記
載
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

貞
観
九
年

←

武
国
螢
子
｛

（
水
別
命
系
）
伊
豫
御
語
別
君

（
阿
加
佐
乃
別
命
系
）
伊
富
突
君

因
支
首

」
毅

『和気系図』に示された系譜意識（吉川）

伊
豫
別
君

（
［
］
内
が
『
和
気
系
図
』
の
記
載
範
囲
）

　
さ
ら
に
、
始
根
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
『
和
気
系
図
』
の
武
国
凝
別
皇

子
の
注
記
に
伊
豫
国
漁
村
別
と
讃
岐
国
警
支
首
等
の
始
祖
と
の
み
あ
っ
て
、

伊
豫
別
君
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
意
味
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
注
記
が
記
さ
れ
た
時
点
で
の
系
図
所
載
の
当
事
者
が
、

購
書
弊
村
別
着
果
と
、
（
伊
豫
別
君
氏
か
ら
分
か
れ
た
）
望
蜀
首
氏
の
み
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
箱
和
気
系
図
』
を

構
成
す
る
水
別
命
系
と
阿
加
佐
乃
別
命
系
の
二
つ
の
系
譜
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伊

豫
御
忍
別
君
氏
と
、
（
伊
豫
別
君
氏
か
ら
分
か
れ
た
）
因
社
規
氏
の
も
の
で

あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
貞
観
年
間
に
は
、
因
支
首
氏

の
一
部
が
和
気
公
益
に
改
姓
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
構
造
を
図
示
す
る
と
図
8

の
よ
う
に
な
る
。
無
難
御
母
別
合
財
が
『
日
本
書
紀
』
選
進
の
八
世
紀
前
期

に
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
代
ま
で
に
収
ま
る
水
別

命
系
の
系
図
が
同
氏
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
要
因
は
何
も
な
い
。

義
江
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
和
気
系
図
』
に
は
い
く
つ
か
の
作
成
段
階

が
あ
り
、
水
別
命
系
が
途
切
れ
る
八
世
紀
初
頭
に
も
一
つ
の
区
切
り
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
ま
で
の
系
図
を
見
る
と
、
武
国
凝
別

皇
子
は
確
か
に
伊
豫
御
村
別
荘
と
（
伊
書
巻
君
氏
か
ら
分
か
れ
た
）
因
支
首

の
両
氏
の
始
祖
で
あ
り
、
数
世
代
前
か
ら
記
載
が
無
く
な
っ
て
い
る
伊
豫
別

公
平
の
始
祖
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
怪
し
む
に
足
り
な
く
な
る
。

　
「
讃
岐
国
司
解
」
で
は
因
支
首
氏
が
自
分
た
ち
を
伊
豫
別
公
氏
と
同
宗
と

主
張
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
和
気
系

図
』
で
は
そ
の
こ
と
は
忍
尾
島
君
（
⑪
）
が
伊
豫
別
君
氏
の
出
身
で
あ
り
、
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そ
の
子
の
主
思
波
と
与
論
豆
が
母
姓
に
従
っ
た
こ
と
で
十
分
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
因
支
首
氏
の
系
図
と
併
記
さ
れ
て
い
る
水
別
命
系
の
系
図
は
、
同
氏

が
伊
豫
別
君
氏
と
の
同
祖
関
係
を
主
張
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
伊
豫
別
君
氏
に
始
祖
を
異
と
す
る
二
つ
の
系
統
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
証
明
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
『
日
本
書
紀
臨
「
讃
岐
国
司

解
」
『
和
気
系
図
』
の
記
載
内
容
の
整
合
性
を
重
視
し
、
以
上
の
よ
う
に
推

測
し
た
。

2

二
行
書
き
部
分
の
内
容
に
つ
い
て

i
稲
荷
山
鉄
剣
銘
と
の
対
比
よ
り

　
次
に
、
阿
加
佐
乃
別
命
系
の
二
行
書
き
部
分
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
こ
の
部
分
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
義
江
氏
が
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣

の
銘
文
と
類
似
し
、
古
い
様
式
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ

ら
に
義
江
氏
は
同
鉄
剣
銘
の
内
容
を
、
族
長
位
の
継
承
を
記
す
が
父
子
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
解
釈
は
、
噸
和
気
系
図
』
の
当
該
部

分
の
理
解
に
も
大
き
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
鉄
剣
銘
に
つ
い

て
の
私
見
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
そ
の
釈
文
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
（
四
七
一
）

　
　
辛
亥
年
七
月
中
記
　
乎
獲
居
臣
。
上
祖
、
名
意
富
比
脆
、
其
命
毛
加
利

　
　
足
尼
、
其
党
名
亘
已
加
利
獲
居
、
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
、
其
児
勢
多

　
　
論
戦
冷
血
、
其
君
名
半
弓
比
、
其
児
名
加
差
披
余
、
其
児
名
爵
獲
居
臣
、

　
　
世
々
為
二
杖
士
人
首
【
奉
事
来
至
レ
今
。
獲
加
多
受
継
大
王
寺
在
；
斯
鬼

　
　
宮
一
時
、
吾
左
調
治
天
下
鱒
令
レ
作
二
静
置
練
利
刀
ハ
記
二
黒
軍
事
根
原
一
也
。

　
こ
こ
で
ま
ず
考
え
た
い
の
は
、
「
盤
々
」
の
意
味
で
あ
る
。
義
江
氏
は
こ

れ
を
「
上
祖
オ
ホ
ピ
コ
以
来
世
々
杖
野
人
の
首
と
し
て
仕
え
て
き
た
」
と
解

し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
は
乎
獲
居
が
耳
垂
の
大
王
に
仕
え
て
き
て
今
に
至
る

と
読
む
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
代
は
下
る
が
、
一
人
の
人
物
が
糊

代
の
天
皇
に
仕
え
た
こ
と
を
記
す
際
に
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

糊
続
日
本
紀
㎏
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
四
月
壬
午
条
に
は
「
汝
藤
原
朝
臣
乃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

仕
奉
状
者
今
乃
未
示
不
在
。
掛
母
畏
支
天
皇
御
世
御
世
仕
奉
而
、
今
母
又
朕
卿

比
為
而
、
以
明
浄
心
而
朕
乎
助
奉
仕
旧
事
乃
偏
と
あ
る
。
こ
れ
は
不
比
等
が

天
武
・
持
統
朝
と
随
え
、
今
ま
た
文
武
に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

主
語
が
代
々
の
藤
原
氏
で
は
な
く
不
比
等
個
人
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
続

け
て
「
又
難
波
大
宮
御
宇
魚
店
畏
支
天
皇
命
乃
汝
父
藤
原
大
臣
乃
玉
本
買
流
当

盤
婆
扁
と
鎌
足
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
千
代
）
　
　
　
　
　
　
、
、

天
平
勝
宝
光
年
（
七
四
九
）
四
月
甲
午
条
に
「
県
犬
養
橘
夫
人
乃
天
皇
御
世

へ重
豊
明
浄
心
骨
昼
仕
奉
蒋
」
、
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
五
月
青
倉
条
の
飯
高
諸

高
麗
伝
に
「
歴
仕
四
代
」
と
あ
る
の
も
、
表
現
は
異
な
る
が
同
じ
意
味
の
こ

と
で
あ
る
。

　
義
江
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
時
、
族
長
位
が
八
世
代
に
も
わ
た
り
直

系
継
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
が
、
そ
の
こ
と
が
稲
荷
山
鉄
剣
銘
文
の
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響和気系図』に示された系譜意識（吉llD

系
譜
の
父
子
関
係
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
八
代
を
族
長
と
見
な

し
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
が
父
子
関
係
で
あ
る
こ
と
は
何
ら
怪
し
む
べ
き

事
柄
で
は
な
い
。
同
銘
文
に
お
け
る
乎
獲
居
の
主
張
は
、
自
分
の
上
糧
が
意

富
比
境
で
あ
る
こ
と
、
自
分
が
数
奇
の
大
王
に
仕
え
て
今
に
至
る
こ
と
、
獲

加
多
支
歯
大
王
の
時
代
に
天
下
を
左
治
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
末
尾
の

「
奉
事
根
原
］
も
、
代
々
の
地
位
継
承
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
慧

複
比
脆
を
祖
と
す
る
血
統
と
、
数
代
の
大
王
に
仕
え
て
き
た
自
ら
の
実
績
を

根
拠
と
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
稲
荷
山
鉄
剣
銘
の
系
譜
記
載
が
血
統
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
の

私
見
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
『
和
気
系
図
』
の
二
行
書
き
部
分
も
、
同
様

に
血
統
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
諸
氏
が
「
姫
」

と
釈
溢
す
る
部
分
に
も
、
実
は
錯
簡
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
噸
和
気
系
図
騙

で
は
景
行
天
皇
皇
女
と
武
国
凝
別
皇
子
の
女
子
、
及
び
数
箇
所
の
母
親
の
記

載
を
除
け
ば
、
女
性
は
全
く
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
純
粋

な
父
系
系
図
と
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
猶
、
騨
和
気
系
図
紬
の
「
本
系
図
扁
部
分
は
、
三
聖
天
白
舌
王
女
と
武
国
凝

別
皇
子
の
女
子
の
記
載
を
除
け
ば
、
全
体
と
し
て
複
数
の
男
子
を
記
す
末
広

が
り
の
血
統
図
の
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
二
行
書
き
部

分
は
特
異
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
系
譜
が
書
か
れ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
よ
う
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
和
気
系
図
騙
は
伊
豫
御
村
別

君
氏
と
忍
毘
物
性
の
子
か
ら
続
く
因
習
首
氏
の
系
図
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
両
氏
の
系
図
に
は
詳
細
さ
を
要
す
る
が
、
伊
豫
別
君
王
に

関
し
て
は
、
早
尾
別
君
が
武
国
幣
別
皇
子
の
血
を
引
く
こ
と
を
示
す
～
系
統

だ
け
記
せ
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

3

冒
頭
略
系
図
作
成
の
意
図

　
『
和
気
系
図
』
に
は
、
系
図
の
本
体
部
分
と
は
別
に
、
冒
頭
の
第
一
紙
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

円
珍
の
手
に
よ
る
と
さ
れ
る
「
略
系
図
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
そ

の
作
成
意
図
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
「
略
系
図
」
は
、
身
を
始
点
と
し
て
そ
の
長
男
千
足
か
ら
五
世
代
目
の
弘

道
・
高
主
ま
で
の
系
統
と
、
三
男
鳶
足
か
ら
同
じ
く
五
世
代
目
の
広
雄
・
福

雄
ま
で
の
系
統
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
の
広
雄
が
他
な
ら
ぬ
円

珍
で
あ
り
、
「
略
系
図
」
が
彼
自
身
に
関
わ
る
関
心
か
ら
作
成
さ
れ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
は
彼
は
一
体
誰
と
自
分
と
の
関
係
を
示
そ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、
「
略
系
図
」
中
の
「
刑

大
著
」
の
記
載
で
あ
る
（
①
。
写
真
3
）
。

　
佐
伯
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
刑
部
真
諦
が
国
益
の
娘
と
結
婚
す

る
な
ど
し
て
、
姻
戚
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
て
良
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
紙
の
破
損
に
よ
り
知
り
得
な
い
が
、

姻
戚
関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
か
よ
う
な
位
置
に
彼
の
名
が
記
さ
れ
る
理
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由
は
考
え
に
く
い
。
そ
し
て
、
刑
部
真
面
と
の
姻
戚
関
係
を
示
す
と
い
う
、

こ
の
点
に
こ
そ
、
「
略
系
図
」
作
成
の
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
佐
伯
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
円
珍
は
同
郷
出
身
の
真
鯨
と
親
密
な
関
係

に
あ
り
、
『
和
気
系
図
駈
に
円
珍
が
書
き
入
れ
た
参
照
資
料
の
「
讃
岐
朝
臣

解
文
」
の
内
容
や
、
前
掲
「
讃
岐
国
司
解
」
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
真
鯨
か

ら
提
供
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
系
図
の
作
成
に
関
わ
る

最
も
重
要
な
人
物
の
～
人
が
真
鯨
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
真

鯨
と
自
身
と
の
関
係
を
示
そ
う
と
し
た
の
が
こ
の
「
略
系
図
」
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
真
鯨
が
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
の
は
、
同
じ
因
支

首
氏
で
も
、
血
縁
の
薄
い
千
足
系
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
と
の
関
係
を
示
す
た

め
に
は
遙
か
遠
く
身
に
ま
で
遡
っ
て
系
図
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の

と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
大
同
年
間
に
叶
わ
な
か
っ
た
改
姓
の
悲

願
が
六
十
年
を
経
て
叶
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
同
氏
か
ら
円
丘
と
い
う
逸
材

が
出
た
こ
と
に
加
え
て
、
彼
に
好
意
的
な
左
大
尽
真
鯨
の
後
押
し
が
影
響
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
、
讃
岐
の
一
地

方
か
ら
都
に
出
て
官
僚
と
な
り
、
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
道
を
進
ん
だ
真
青
と
、

仏
教
界
で
活
躍
し
た
円
珍
と
は
、
郷
里
の
誇
る
傑
出
し
た
人
材
で
あ
っ
た
。

両
人
の
同
郷
出
身
者
と
し
て
の
意
識
が
と
て
も
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
中
事
が
円
珍
に
肩
入
れ
し
た
こ

と
も
、
円
珍
が
両
者
の
関
係
を
何
ら
か
の
形
で
系
図
に
書
き
表
そ
う
と
し
た

こ
と
も
、
自
ず
と
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
閂
珍
が
「
略
系
図
」
で
表
そ
う
と
し
た
の
は
、
自
身
と
真
鯨
と
の
関
係
で

あ
り
、
弘
道
・
留
主
に
つ
い
て
は
、
た
ま
た
ま
自
身
と
同
じ
世
代
に
筆
が
及

ん
だ
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
「
略
系
図
」
の
作
成
意
図
は
、

「
本
系
図
」
部
分
の
作
成
呂
的
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。

　
①
『
日
本
書
紀
駈
景
行
四
年
二
月
甲
子
条
、
同
五
十
一
年
八
月
壬
子
条
。

　
②
義
江
明
子
「
古
系
譜
の
『
児
隔
（
子
）
を
め
ぐ
っ
て
…
共
同
体
論
と
出
自
論

　
　
の
接
点
－
扁
（
胃
本
歴
史
駈
四
八
四
、
一
九
八
八
年
）
。
二
章
注
④
『
日
本
古

　
　
代
系
譜
様
式
論
』
所
収
。

　
③
は
じ
め
に
注
①
論
文
に
、
円
珍
自
筆
と
の
指
摘
が
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
『
和
気
系
図
臨
の
釈
読
を
修
正
し
、
新

た
な
解
釈
を
試
み
た
。
そ
の
論
証
の
過
程
で
、
稲
荷
山
鉄
剣
銘
の
系
譜
に
も

言
及
し
、
結
果
と
し
て
、
『
和
気
系
図
臨
が
純
粋
な
父
系
系
図
で
あ
る
と
の

見
解
を
示
し
た
。
史
料
の
制
約
に
よ
り
、
推
測
に
纏
る
部
分
も
少
な
く
な
い

が
、
如
何
に
し
て
史
料
を
単
純
に
、
且
つ
そ
れ
ら
の
記
載
内
容
を
損
な
う
こ

と
な
く
理
解
す
る
か
と
い
う
方
針
の
下
で
、
可
能
な
限
り
の
考
察
を
行
っ
た

つ
も
り
で
あ
る
。
貴
重
な
『
和
気
系
図
』
の
研
究
に
｝
石
を
投
じ
る
こ
と
が
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出
来
れ
ば
と
願
う
次
第
で
あ
る
。

〔
追
記
〕
　
末
尾
と
な
り
ま
し
た
が
、

本
稿
発
表
に
あ
た
り
、
糊
和
気
系
図
聴

の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
製
版
の
た
め
に
貸
与
し
て
下
さ
り
、
『
園
城
寺
文
書
』

か
ら
の
釈
文
の
転
載
を
快
諾
し
て
下
さ
い
ま
し
た
園
城
寺
に
心
よ
り
感
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particularly　the　perspective　on　Asia，　includmg　Taiwan．　The　reason　for　this

apProach　is　that　the　author　attaches　great血portance　to　a　series　of　po五cy　papers

on　Taiwan　termed　National　Security　Councg　Policy　37，　which　is　inseparable　from

the　formation　of　the　comprehensive　Asia　program　that　began　to　evolve　after　the

spring　of　1949．　lt　is　subsequently　shown　that　the　stance　of　indulging　moderate

nationatism　played　a　significant　role　in　determing　the　significance　of　Taiwan　at　the

end　of　1949．

　　This　reevaluation　of　policy　on　Taiwan　sheds　new　tight　oR　the　State

Department’s　understaRding　of　nationalism　and　further　clarifies　Acheson’s　policy　on

Asia，　which　was　built　on　this　understandmg．　Previous　studies　have　generally

evaluated　these　points　negatively，　but　the　reappraisal　presented　in　this　essay

should　serve　as　impetus　for　revision　of　the　cornmonly　held　view．

The　Genealogical　Consciousness　Refiected　in　the　“Wake　Keizu”

by

YOSHIKAWA　Toshiko

　　Dubious　of　previous　interpretations　of　the　“Enchinzokusei　keizu，”　a　genealogical

chart　（referred　to　in　this　article　as　the　“Wake　Keizu”），　possessed　by　Onjoji

Temple，　1　have　attempted　my　own　iRterpretation．　As　a　result，　1　have　been　able

to　indicate　that　within　the　extant　“Wake　Keizu，”　there　are　mistakes　that　were

made　when　the　chart　was　flrst　bound　as　wen　as　scribal　errors　made　when　it　was

first　created．　Having　made　corrections　to　existing　interpretabions，　1　proceeded　to

examine　the　genealogical　consciousness　refiected　in　the　“Wake　Keizu”．　Due　£o

the　fact　the　style　of　one　section　of　entries　in　the　“Wake　Keizu”　bears　a　strong

resemblance　to　the　‘lnariyama　Tekkenmei’　sword　inscription，　1　also　examined

sword　inscriptions　and　found　that　bo£h　the　inscriptions　and　the　“Wal〈e　Keizu”

display　patriarchal　lineages．　This　demonstrates　that　an　awareRess　of　patriarchal

lineage　can　be　traced　bacl〈　to　prior　to　the　latter　teiTm　of　the　5th　ceRtury，　when　the

swords　were　inscribed．
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